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新型コロナウイルス感染症従事者慰労金10日以上勤務が条件 医療分 
6/16厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の実施要綱を公表しました。医療機関ごとに
対象者数を都道府県に届け出た上で、7/17までに厚生労働省が申請を取りまとめます（5/28レポート参照）。 
 
支給対象：重点医療機関、感染症指定医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れを割り当てら
れた医療機関、地域外来・検査センター、訪問看護ステーション、助産所のほか、宿泊療養・自宅療養を行う
場合のフォローアップ業務に携わった職員や、新型コロナウイルス感染症の診療に携わっていない保険医療機
関の職員も含まれます。 
 
支給条件：10日以上勤務し、「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に携わって
いること。一日当たりの勤務時間は問われません。派遣労働者や業務委託受託者も、これら条件に合致すれば
支給対象となります。複数の事業所で勤務した場合は合算して計算し、支給は1人1回に限られます。有休や
育児休暇の期間は勤務日に換算しません。 
慰労金の受給権は、譲り渡しや差し押さえが禁止され、支給を受けた金銭についても差し押さえることはでき
ません。 
 
給付額：新型コロナウイルス感染症患者への診療等を行った医療機関の従事者や職員には1人 20万円が支給
されます。 
ただし、患者の受け入れ以降、勤務していない場合は10万円となります。 
また、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者への対応の役割を設定されていない医療機関で、実際に患
者を受け入れてもいない場合は5万円となります。いずれも非課税です。 

 
申請方法：原則、医療従事者や職員が勤務先の医療機関等に代理受領の委任を行い、委任を受けた医療機関等
が都道府県に申請を行う予定です。すでに退職している場合は直接、都道府県に申請します。 
都道府県や勤務先の医療機関を通して、医療従事者に慰労金が支給される見通しです。 
 
交付予定額：2018年の医師・歯科医師・薬剤師統計等の医療従事者数に基づき、予算額を按分した参考値によ
ると、各都道府県への交付額は、最も多い東京都で304億円、次いで大阪府の206億円、神奈川県の169億円
で、最も少ない鳥取県は17億円となる見込みです。 
実際の交付額で支給が追いつかない場合は、追加での交付も検討するとしています。 

実施要綱は厚生労働省HP https://bit.ly/34PYPKs 参照 
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※対象期間（当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日ま
たは受入日のいずれか早い日から6/30までの間）に10日以上勤務した者であること 
※一日当たりの勤務時間は問わない 
※複数の事業所で勤務した場合は合算して計算 

※実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合
には20万円 

https://bit.ly/34PYPKs

